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○ 取扱い

原則として、「う蝕（Ｃ）→歯髄炎（Ｐｕｌ）」の移行病名で、「う蝕（Ｃ）」

に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成の算

定を認める。

○ 取扱いの根拠

歯の状態によって、歯髄炎に至ったとしても、それ以前に歯の実質欠損

を回復するために、う蝕に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形成又はう蝕

歯インレー修復形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。


